
刈谷市私立保育所用地借上げ等支援事業費補助金交付要領  

（趣旨）  

第１条  この要領は、市内の私立保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第３５条第４項により都道府県知事が認可している保育所をいい、都道府

県又は市町村以外の者が運営するものに限る。以下同じ。  ）を運営する事業

者（以下「事業者」という。）に対し、私立保育所の用に供する土地、建物又

は公共用物の借上げ及び占用（以下「用地借上げ等」という。）に係る費用の

一部を補助することにより、私立保育所の安定した運営を図るために交付する

刈谷市私立保育所用地等補助金（以下「補助金」という。）に関し、刈谷市補

助金等交付規則（昭和４４年規則第２９号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（補助対象経費）  

第２条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

市内の私立保育所の用地借上げ等に係る費用であって、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定めるものとする。  

（１）土地の借上料  園舎、園庭及び利用者駐車場として私立保育所の用に供

する土地の借上げ（保育所等整備交付金の交付について（平成３０年５月

８日付け厚生労働省発子０５０８第１号厚生労働事務次官通知）に定める

保育所等整備交付金交付要綱に定める土地借料加算として対象経費とな

っている新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料（敷金を除き

礼金を含む。）を除く。）に係る費用  

 （２）建物の借上料  平成２０年度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こど

も基金）の運営について（平成２１年３月５日付け２０文科初第１２７９

号・雇児発第０３０５００５号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省

子ども家庭局長通知）に定める安心こども基金管理運営要領（以下「要領」

という。）別添２第４対象経費のうち賃借料補助に係る費用（以下「賃借

料補助」という。）又は私立保育所の用に供する建物の借り上げに係る費

用  

（３）占用料  私立保育所の用に供する道路その他公共用物の占用に係る費用  

２  前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）



第１１条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により補助の

対象とされる費用については、補助対象経費としない。  

（補助金の額）  

第３条  補助金の額は、別表のとおりとする。  

（交付の申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、刈谷市私立

保育所用地等補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。  

（１）補助対象経費に係る土地賃貸借契約書、建物賃貸借契約書又は法定外公

共用物等許可書の写し  

（２）補助対象経費に係る用地等の位置が分かる書類  

（３）補助対象経費に係る不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第

１９７条第２項第１号に規定する登記事項証明書の写し  

（４）補助対象経費に係る建物の配置図、平面図及び立面図  

   附  則  

 この要領は、平成１６年１月１日から施行する。  

附  則  

 この要領は、平成２２年１０月１日から施行する。  

   附  則  

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。  

  



別表（第３条関係）  

費用の区分  補助金の額  

土地の借上料  補助対象経費の額と、刈谷市借地料基準により算出した額

（年度途中に契約された土地にあっては、契約月から当該

年度の３月までの月数により算出した額）のいずれか少な

い額に２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円未

満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額）  

建 物 の

借上料  

要 領 別

添 ２ に

該 当 す

る事業  

補助対象経費のうち賃借料補助の額から寄付金その他の収

入額を控除した額と要領別添２第３に定める補助基準額の

いずれか少ない額に４分の３を乗じて得た額（その額に１，

０００円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額） 

上 記 以

外 の 事

業  

保育所の用に供する建物の借り上げに係る費用から寄附金

その他の収入額を控除した額に２分の１を乗じて得た額

（その額に１，０００円未満の端数が生じる場合は、これ

を切り捨てた額）  

占用料  補助対象経費の額と、刈谷市法定外公共用物の管理に関す

る条例（平成５年条例３２号）第９条第１項に規定する占

用料の額のいずれか少ない額に２分の１を乗じて得た額

（その額に１，０００円未満の端数が生じる場合は、これ

を切り捨てた額）  

 


